
                          

 

令和７年度 居宅訪問型保育事業 集団指導の実施について 

 

 

児童福祉法第 59 条第１項に基づき、居宅訪問型保育事業者を対象とした集団指導

を実施します。 

集団指導は、講習受講（ウェブ上での資料受講）、必要書類の提出にて書面審査

することにより、実施します。 

なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び書類

の提出をしない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。 

  この集団指導は、年１回の参加が必要です。 

 

 

１ 受講期間及び資料提出期限 

令和７年 10 月 16 日（木）から令和７年 11 月 14 日（金）まで 

 

２ 対象者 

神奈川県内在住（横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市在住の方を除く）で、県

に私設保育施設の届出をしている、児童福祉法第６条の３第 11 項に規定する業務

（居宅訪問型保育事業者）の実施を目的とした事業者。 

 

３ 実施方法 

（１）講習受講  

   県ホームページ掲載（下記【資料掲載先】参照）の「集団指導講習資料」によ

る講習を受講し、「集団指導受講確認票」を提出することで受講完了とする。 

 
※ 「集団指導受講確認票」の施設名及び設置者が本県への届出情報と相違がある場合、

未受講となることがあるため、ご自身の届出情報を正確に記載してください。 

※ 「集団指導受講確認票」のメールアドレス及び電話番号には、県から連絡することが

あるため、必ず連絡のとれる情報を記載してください。 

 

（２）書面審査 

県ホームページ掲載の「集団指導チェックシート」を含む必要書類（下記「４ 

提出資料（必要書類）」）を提出してください。提出資料により、認可外保育施

設指導監督基準に適合するかについて、書面審査します。 

 
※ 「集団指導チェックシート」全ての解答欄には下記マークの何れかを必ず記載してく

ださい。 

〇(できている）、 ×(できていない）、 ―(非該当の場合) 

 

【資料掲載先】 

  県ホームページ検索窓で「事業者の方へ（私設保育施設）」と検索してください。

次のURLの「令和７年度 居宅訪問型保育事業 集団指導」に掲載しています。 

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/f6592/p19599.html 

 

 

 

 



                          

４ 提出資料（必要書類） 

（１）集団指導受講確認票 

（２）集団指導チェックシート 

（３）集団指導の提出書類確認書 

（４）児童預かり記録（直近３日分） 

（５）資格証または保育に従事する者に関する研修の修了証 

（６）重大事故報告書（事故があった対象者のみ） 

（７）施設及びサービスに関する内容を提示している書面（参考様式掲載あり） 

（８）サービス利用者に対する契約内容の交付書面（参考様式掲載あり） 

（９）賠償責任保険など保育中の万が一の事故に備えているかわかる書類（保険証

券等） 

 

５ 提出方法 

次世代育成課監査グループへ、電子メールにファイルを添付し提出してください。

なお、電子メールでの提出が難しい場合は、ファックスや郵送による提出も可能とし

ます。 

・電子メール： jisedai.532@pref.kanagawa. l
エル

g.jp   

・ファックス： 045-210-8956 

・郵 送： 〒231-8588 

横浜市中区日本大通り１ 

神奈川県次世代育成課監査グループ 宛  

 
※ 提出の際は、電子メールの件名欄に「集団指導提出資料【施設名を記入】」 と記載

してください。 

 

６ 結果通知及び「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付について 

  県による書面審査が終了次第、結果を集団指導参加事業者及び市町村へ通知しま

す。 

（１）結果の通知に指摘事項がない場合 

結果の通知とともに「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」（以下

「証明書」という。）を交付します（すでに証明書が交付されている事業者を除

く）。 

（２）結果の通知に指摘事項がある場合 

１か月以内に、指摘事項の改善報告書とともに改善されたことが分かる資料を提

出してください。 

県において、指摘事項が改善され、認可外保育施設指導基準に適合していること

が確認された場合、「証明書」を交付します（すでに証明書が交付されている事業

者を除く）。 

 
※ 令和６年 10 月以降は、無償化の経過措置の終了に伴い、「証明書」が交付されてい

ない場合は、無償化の対象外となっていますのでご注意ください。 

 

＜重要＞ 

この集団指導は、年１回の受講が必要です。すでに「証明書」の交付を受けて

いる事業者が、今回の集団指導を受けなかった場合、もしくは指摘事項の改善が

一定の期間内になされない場合、「証明書」を返還していただきます。 
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